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(57)【要約】
【課題】試料ブロックの温度に起因する薄切片試料の厚
さのムラを低減可能な薄切片試料作製装置および方法を
提供する。
【解決手段】試料１１が包埋剤１２中に包埋された試料
ブロック１０をカッター３１により薄切りして薄切片試
料１６を作製する薄切片試料作製装置１００であって、
前記試料ブロック１０を搬送する搬送部２０と、前記カ
ッター３１を備える切削部３０と、前記試料ブロック１
０の表面温度を検出する温度検出部２４と、前記温度検
出部２４により検出された前記試料ブロック１０の表面
温度に基づいて少なくとも前記搬送部２０および／また
は前記切削部３０の動作を制御する制御部７０とを具備
する薄切片試料作製装置１００である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料が包埋剤中に包埋された試料ブロックをカッターにより薄切りして薄切片試料を作
製する薄切片試料作製装置であって、
　前記試料ブロックを搬送する搬送部と、
　前記カッターを備える切削部と、
　前記試料ブロックの表面温度を検出する温度検出部と、
　前記温度検出部により検出された前記試料ブロックの表面温度に基づいて、少なくとも
前記搬送部および／または前記切削部の動作を制御する制御部と、
を具備する薄切片試料作製装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記試料ブロックの表面温度が前記所定の範囲外である場合は、該表面
温度が前記所定の範囲内となるまで前記搬送部および／または前記切削部を停止させる、
請求項１に記載の薄切片試料作製装置。
【請求項３】
　前記試料ブロック表面を加湿する加湿部をさらに具備し、
　前記加湿部は、前記切削部と前記温度検出部との間において加湿を行う、
請求項１または２に記載の薄切片試料作製装置。
【請求項４】
　前記試料ブロックの表面の前記試料の部分の面積が薄切片試料作製について十分である
か否か判定する面出し判定部をさらに具備し、
　前記温度検出部は、試料ブロックの表面の前記試料の部分の面積が薄切片試料作製につ
いて十分である判定をした場合に温度検出を行う、
請求項１～３のいずれか一項に記載の薄切片試料作製装置。
【請求項５】
　試料が包埋剤中に包埋された試料ブロックの表層部分をカッターにより薄切りして薄切
片試料を作製する薄切片試料作製方法であって、
　前記試料ブロックの表面温度を検出するステップと、
　前記表面温度が所定の範囲内であるか否かを判定するステップと、
　前記表面温度が前記所定の範囲内である場合は、前記カッターと前記試料ブロックとを
相対的に移動させることにより前記薄切り動作を行い、前記表面温度が前記所定の範囲外
である場合は、該表面温度が前記所定の範囲内となるまで前記試料ブロックを停止させる
ステップと、
を有する薄切片試料作製方法。
【請求項６】
　前記表面温度が所定の範囲内であるか否かを判定するステップと、
　前記表面温度が前記所定の範囲内である場合は、前記カッターと前記試料ブロックとを
相対的に移動させることにより前記薄切り動作を行うステップとの間に、前記試料ブロッ
ク表面を加湿するステップを有する、
薄切片試料作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、理化学試料分析や生体試料等の顕微鏡観察などに利用される薄切片試料を作
製する薄切片試料作製装置および薄切片試料作製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、理化学試料分析や生体試料等の顕微鏡観察等に利用される薄切片試料を作製する
ための装置としてミクロトームが広く知られている。ミクロトームは、動物の生体試料等
の試料（被検体）をパラフィン等の包埋剤の中に埋め込んだ（包埋した）試料ブロックを
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カッターによって薄切りすることにより、薄切片試料を作製する装置である。例えば、特
許文献１～５には、試料ブロックの薄切り、スライドガラスへの貼付、伸展、乾燥という
一連の動作を行う薄切片試料作製装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２２９９９３号公報
【特許文献２】特開２０１２－２２９９９４号公報
【特許文献３】特開２０１２－２２９９９５号公報
【特許文献４】特開２０１２－２２９９９６号公報
【特許文献５】特開２０１２－２２９９９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　薄切片試料の厚さは非常に薄く（試料によって異なるが例えば３μｍ～１０μｍ）、か
つ均一であることが求められる。さらに、動物の生体試料等は再度採取することが困難な
ものが多いため、所望の厚さを得ることができずに試料を無駄にすることは極力避けなけ
ればならない。一方で、この試料ブロックは、温度の微妙な変化によって膨張および収縮
が発生しやすく、薄切り処理時に薄切片の厚さにムラが生じやすいという問題点を有する
。
【０００５】
　このため、環境を一定温度（例えば１０℃～２５℃）に維持するように、薄切片試料作
製装置は、一般的には筐体に囲われた装置内部を冷却する冷却機を備えている。上記温度
の設定は、試料ブロックとして使用する試料および包埋剤の種類等に応じて適宜設定され
る。しかし、冷却機による温度調節では囲われた装置内部で温度がばらつき、装置内温度
がほぼ所定温度になっている場合でも、試料ブロックの温度は所定の温度に達していない
場合がある。また、試料ブロックの包埋剤の温度が、薄切片作製時までに十分に下がりき
っていない場合もある。
【０００６】
　この対策として、薄切片試料作製装置の使用は、通常、冷却機を作動させてから３０分
程度時間をおいたうえで、切削工程等の薄切片作製動作が開始される。しかし、３０分と
いう設定時間は、試料ブロックの温度を考慮したものではなく、長すぎて単に時間のロス
となる場合もあれば、短すぎて試料ブロックの温度が下がりきらず、切削工程中の試料ブ
ロックの温度変化により得られた薄切片に厚みムラが生じることもあり得る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題に対して、本発明では、試料ブロックの表面温度に基づいて、装置の薄切片
作製動作を制御する。
【０００８】
　本発明の薄切片試料作製装置は、試料が包埋剤中に包埋された試料ブロックをカッター
により薄切りして薄切片試料を作製する薄切片試料作製装置であって、前記試料ブロック
を搬送する搬送部と、前記カッターを備える切削部と、前記試料ブロックの表面温度を検
出する温度検出部と、前記温度検出部により検出された前記試料ブロックの表面温度に基
づいて少なくとも前記搬送部および／または前記切削部の動作を制御する制御部とを具備
する。
【０００９】
　また、好ましくは、前記制御部は、前記試料ブロックの表面温度が前記所定の範囲外で
ある場合は、該表面温度が前記所定の範囲内となるまで前記搬送部および／または前記切
削部を停止させる。
【００１０】
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　また、好ましくは、上記いずれかの薄切片試料作製装置は、前記試料ブロック表面を加
湿する加湿部をさらに具備し、前記加湿部は、前記切削部と前記温度検出部との間におい
て加湿を行う。
【００１１】
　また、好ましくは、上記いずれかの薄切片試料作製装置は、前記試料ブロックの表面の
前記試料の部分の面積が薄切片試料作製について十分であるか否か判定する面出し判定部
をさらに具備し、前記温度検出部は、試料ブロックの表面の前記試料の部分の面積が薄切
片試料作製について十分である判定をした場合に温度検出を行う。
【００１２】
　本発明の薄切片試料作製方法は、試料が包埋剤中に包埋された試料ブロックの表層部分
をカッターにより薄切りして薄切片試料を作製する薄切片試料作製方法であって、前記試
料ブロックの表面温度を検出するステップと、前記表面温度が所定の範囲内であるか否か
を判定するステップと、前記表面温度が前記所定の範囲内である場合は、前記カッターと
前記試料ブロックとを相対的に移動させることにより前記薄切り動作を行い、前記表面温
度が前記所定の範囲外である場合は、該表面温度が前記所定の範囲内となるまで前記試料
ブロックを停止させるステップとを有する。
【００１３】
　また、好ましくは、上記薄切片試料作製方法は、前記表面温度が所定の範囲内であるか
否かを判定するステップと、前記表面温度が前記所定の範囲内である場合は、前記カッタ
ーと前記試料ブロックとを相対的に移動させることにより前記薄切り動作を行うステップ
との間に、前記試料ブロック表面を加湿するステップを有する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の薄切片試料作製装置または方法によれば、試料ブロックの表面温度に基づいて
薄切片試料作製動作を制御するので、薄切片試料作製開始前の余計な待機時間を短縮する
ことができ、かつ試料ブロック温度が変化することによる薄切片試料の厚さのムラを抑え
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施形態にかかる薄切片試料作製装置の概略構成を示すブロック
図である。
【図２】（ａ）は粗削り前の試料ブロックを正面方向から見た断面図であり、（ｂ）は粗
削り後の試料ブロックの平面図であり、（ｃ）は粗削り後の試料ブロックを正面方向から
見た断面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態の薄切片試料作製方法の工程フロー図である。
【図４】本発明の第２の実施形態の薄切片試料作製方法の工程フロー図である。
【図５】本発明の第３の実施形態の薄切片試料作製方法の工程フロー図である。
【図６】本発明の第３の実施形態にかかる薄切片試料作製装置の概略構成を示すブロック
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の第１の実施形態にかかる薄切片試料作製装置および方法について、まずその構
成と動作の概略を図１に基づいて説明する。
【００１７】
　図１において、薄切片試料作製装置１００は、試料ブロック１０の表層部分をカッター
３１により自動的にかつ連続的に薄切りして薄切片試料１６を作製する装置である。薄切
片試料作製装置１００は、試料ブロック搬送部２０、試料ブロック収納部２１、高さ検出
部２２、撮像部２３、温度検出部２４、切削部３０、薄切片貼付部４０、伸展部５０、ス
ライドガラス搬送部６０、および装置全体を制御する制御部７０を具備する。
【００１８】
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　試料ブロック１０は、試料１１をパラフィン等の包埋剤１２の中に包埋したものである
。被検体である試料１１の例としては、例えば、人間や動物の組織などの生体試料が挙げ
られる。試料ブロック１０は、表面のサイズが２４ｍｍ×２４ｍｍ、２４ｍｍ×３０ｍｍ
、２４ｍｍ×３７ｍｍであるものが一般的である。また、試料ブロック１０の高さは５ｍ
ｍ程度であることが一般的である。
【００１９】
　図１において、試料ブロック収納部２１には、複数の試料ブロック１０を収納可能であ
る。試料ブロック収納部２１に収納された複数の試料ブロック１０から選ばれた１つの試
料ブロック１０は、試料ブロック搬送部２０により位置Ａ（高さ検出部２２）、位置Ｂ（
撮像部２３）、位置Ｃ（温度検出部２４）を経て位置Ｄ（切削部３０）へと搬送される。
【００２０】
　なお、試料ブロック搬送部２０は、試料ブロック１０を取り出して位置Ａに搬送したの
ち、当該試料ブロック１０を位置Ａ～Ｄの間で往復搬送可能に構成されている。また、試
料ブロック搬送部２０は、試料ブロック１０の傾きおよび高さ位置を調整可能に構成され
ている。最初に試料ブロック１０の水平面に対する傾斜（傾き）が調整された後は、制御
部７０により制御される搬送部２０が、切削量に応じて試料ブロック１０の高さを適宜上
げて調整する。
【００２１】
　位置Ａの上方には、試料ブロック１０の傾きと高さ位置を検出する高さ検出部２２が配
置されている。高さ検出部２２としては、例えば、特許文献４に記載された、同一直線上
にない少なくとも３つの接触式センサーで試料ブロック１０の表面を検知するものを用い
ることができる。そのセンサー情報に基づいて、制御部７０が搬送部２０を制御すること
により、試料ブロック１０の傾きと高さ位置が調整される。
【００２２】
　位置Ｂの上方には撮像部２３が配置されている。撮像部２３としては、例えば、特許文
献２に記載されたように、光源とＣＣＤカメラ等を有するものを用いることができる。撮
像部２３で得られた画像データを処理することによって、試料ブロック１０の表面に露出
した試料１１の部分の面積が薄切片試料作製について十分であるか否かが制御部７０で判
定される。以下において、切削によって試料ブロック１０表面に試料１１を露出させるこ
とを「面出し」といい、露出した試料１１の面積が薄切片試料作製に十分であるか否かの
判定を「面出し判定」という。面出し判定の基準としては、例えば、試料ブロック１０の
切削面における試料１１の露出面積が予め設定された面積比率よりも大きい場合に面出し
が十分であるとすることができる。
【００２３】
　位置Ｃの上方には温度検出部２４が配置されている。温度検出部２４は、非接触式温度
センサーを有し、試料ブロック１０の表面温度を測定する。測定された温度が所定範囲内
にあるか否かが制御部７０で判定される。基準となる温度範囲は、パラフィン等の包埋剤
の種類に応じて予め設定しておくことができる。
【００２４】
　位置Ｄの上方には切削部３０が配置されている。切削部３０は、試料ブロック１０の表
層部分を薄切可能なカッター３１を有する。カッター３１は、刃先が図１において紙面に
垂直な方向に延在するように保持されている。本実施形態ではカッター３１が固定されて
おり、試料ブロック１０が図１右方向に移動することによって、試料ブロック１０の表面
が薄切りされる。また、カッター３１は、紙面に垂直な方向に移動可能に構成されていて
もよい。その場合、試料ブロック１０が図１右方向に移動すると同時にカッター３１が紙
面の奥から手前に移動することによって、試料ブロック１０の表面が薄切りされる。切削
部３０では、試料ブロック１０表面に試料１１が十分に露出するまでの粗削り、試料１１
が十分に露出した後に薄切片の厚さが安定するまでの捨て削り、および薄切片試料１６を
切り出す本削りが行われる。なお、捨て削りについては省略される場合もある。
【００２５】
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　また、位置Ｄの上方には、試料ブロック１０の表層部分がカッター３１によって薄切り
されることにより得られた薄切片試料１６を保持するキャリアテープ３３が供給される。
キャリアテープ３３は、供給リール３２から繰り出され、ガイドローラ３４，３５に案内
されて位置Ｄの上方に供給される。位置Ｄの上方で薄切片試料１６を保持したキャリアテ
ープ３３は、ガイドローラ３６，３７に案内されて巻取リール３８に巻き取られる。
【００２６】
　キャリアテープ３３に保持された薄切片試料１６は、ガイドローラ３６，３７の間に配
置された薄切片貼付部４０によりスライドガラス１７に貼り付けられる。薄切片貼付部４
０は、キャリアテープ３３の走行経路の上流側に配置された一対のガイドローラ４１，４
１と、キャリアテープ３３の走行経路の下流側に配置された一対のガイドローラ４２，４
２とを備えている。薄切片貼付部４０は、一対のガイドローラ４１，４１の間と一対のガ
イドローラ４２，４２の間でキャリアテープ３３を挟んで下方に撓ませ、当該キャリアテ
ープ３３に保持された薄切片試料１６を、水などの接着液１８が供給されたスライドガラ
ス１７に接触させる。これにより、薄切片試料１６がスライドガラス１７に貼り付けられ
る。以下、薄切片試料１６が貼り付けられたスライドガラスを、薄切片付きスライドガラ
スという。
【００２７】
　薄切片付きスライドガラス１７は、スライドガラス搬送部６０により伸展部５０へ搬送
される。スライドガラス搬送部６０は、薄切片付きスライドガラス１７を伸展部５０へ搬
送するとともに、スライドガラス収納部（図示せず）から薄切片試料を未貼付のスライド
ガラス１７を取り出して薄切片貼付部４０の下方へ搬送する。伸展部５０は、加温板（図
示せず）を備え、薄切片試料１６の皺の伸展を行うとともに、スライドガラス１７上の水
分を蒸発させて薄切片試料１６をスライドガラス１７に密着固定する。
【００２８】
　試料ブロック搬送部２０などの各構成要素は、制御部７０により動作を制御される。制
御部７０は、入力部（図示せず）に入力された情報に基づいて、各構成要素の動作を制御
する。入力部は、例えば、薄切片付きスライドガラスの製作枚数や１枚のスライドガラス
当たりの薄切片試料の貼り付け数などを入力可能に構成されている。
【００２９】
　また、装置１００は図示しない筐体と冷却器を備え、筐体に囲われた装置内部が冷却器
により冷却され、一定温度となるように空調されている。この温度設定は、試料ブロック
１０として使用する試料１１および包埋剤１２の種類等に応じて適宜設定される。設定温
度は、典型的には１０℃～２５℃の範囲にある。試料ブロック１０の温度が高すぎると、
包埋剤が軟らかいことで薄切片試料の品質が悪化するという問題を生じる。また、装置内
部の温度と試料ブロック１０の温度差が大きいと、試料ブロック１０が温度変化によって
収縮膨張し、連続して作製された薄切片間の厚さのばらつきが大きくなるという問題を生
じる。さらに、試料ブロック１０の温度が低すぎると、薄切片が割れるなどの問題を生じ
る。
【００３０】
　次に、薄切片試料１６の作製動作を、図１～３に基づいて説明する。図２は試料ブロッ
クの構造を示している。図３は本実施形態における薄切片試料作製のフローチャートを示
している。この薄切片試料１６の作製動作は、制御部７０の制御の下に行われる。
【００３１】
　図２において、試料ブロック１０は、試料（被検体）１１をパラフィン等の包埋剤１２
の中に包埋したものである。図２（ａ）は粗削り前の試料ブロックを正面方向から見た断
面図であり、試料１１は外部に露出しない（あるいは僅かに露出する）ように包埋剤１２
の中に埋め込まれている。収納部２１に収納された試料ブロック１０は、通常この状態で
ある。試料ブロック１０は、試料１１の表面への露出面積が予め設定された面積以上にな
るまで表層部分を粗削りされる（図２（ａ）の点線１４）。粗削りによって、試料１１の
露出面積が予め設定された面積以上になると（図２（ｂ））、厚さが３～１０μｍ程度の
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薄切片試料１６を作製するための捨て削りまたは本削りが行われる（図２（ｃ）の点線１
５）。なお、試料ブロック１０は、図１には図示されていない試料ブロック台１３に載せ
て搬送される。また、図２の縮尺は正確ではなく、説明の容易のために高さ方向に引き伸
ばされていることに留意されたい。
【００３２】
　図１および図３を参照して、まず、試料ブロック搬送部２０が試料ブロック収納部２１
から次に薄切り処理される試料ブロック１０を取り出し、位置Ａに搬送する。位置Ａにお
いて、試料ブロック１０の傾きおよび高さ位置が調整される。
【００３３】
　次いで、試料ブロック搬送部２０が試料ブロック１０を位置Ｂに搬送する。位置Ｂにお
いて、撮像部２３が試料ブロック１０を撮像し、試料ブロック１０の表面に露出した試料
１１の部分の面積が薄切片試料作製について十分であるか否かの面出し判定が行われる。
なお、特許文献１の面出し判定の方法は、試料ブロックの試料の最大投影領域を検出し、
試料ブロックの表面における試料の部分と包埋剤の部分とを識別し、試料ブロックの表面
における試料の部分の面積の、試料ブロックの試料の最大投影領域の面積に対する割合が
所定割合以上か否かにより、十分であるか否かを判定するものであり、それを用いること
ができる。なお、第1回目の撮像においては、試料ブロックの試料の最大投影領域を検出
するのみとし、面出し判定を省略することも可能である。
【００３４】
　次いで、試料ブロック搬送部２０が試料ブロック１０を位置Ｄに搬送する。位置Ｄにお
いて、試料ブロック１０の表層部分が切削部３０によって粗削りされる。なお、第１回目
の粗削りにおいても、位置Ｃに搬送し、表面温度検出・温度判定を行っても良い。
【００３５】
　次いで、試料ブロック搬送部２０が試料ブロック１０を再度位置Ｂに搬送する。位置Ｂ
において、粗削りによって露出した試料ブロック１０の切削面を撮像部２３が撮像し、再
び又は第1回目の面出し判定が行われる。なお、２回目以降の撮像については、最大投影
領域を検出することを必要としないため、１回目の撮像とは照射方法、検出方法等を変更
することができる。
【００３６】
　面出し判定において、面出しが十分でない場合は、再度試料ブロック搬送部２０が試料
ブロック１０を位置Ｄに搬送され、位置Ｄにおいて、試料ブロック１０の表層部分が切削
部３０によって粗削りされる。この場合は、表面温度検出・温度判定を行う必要がなく、
より効率的に粗削りを行う。ただし、粗削りにおいても、位置Ｃに搬送し、表面温度検出
・温度判定を行ってもよい。
【００３７】
　面出し判定において、面出しが十分であるとされた場合、すなわち粗削りの動作が完了
したとされた場合は、試料ブロック搬送部２０が試料ブロック１０を位置Ｃに搬送し、位
置Ｃにおいて、温度検出部２４が試料ブロック１０の表面温度を測定し、測定された温度
が所定範囲内にあるか否かが判定される。試料ブロック表面温度が所定範囲内である場合
は、位置Ｄに搬送し、次の捨て削り又は本削り工程へと進む。試料ブロック表面温度が所
定範囲外である場合は、制御部７０は試料ブロック搬送部２０を停止し、表面温度が所定
範囲内になるまで試料ブロック１０をその場で待機させる。なお、試料ブロックを切削す
る場合、試料ブロックの湿度も重要であり切削前に加湿を行うことが多い。加湿を行うの
は、表面温度検出・温度判定により測定された温度が所定範囲内にあるとされ、捨て削り
又は本削りのために位置Ｄに搬送されるタイミングで行うのが好ましい。すなわち、位置
Ｃと位置Ｄとの間に加湿部３９があるのが好ましい。表面温度検出前に加湿を行うと、加
湿してすぐには適切な温度測定ができないため、時間的なロスが生じるためである。
【００３８】
　位置Ｄでは、本削りによって試料ブロック１０表面から薄切片１６が削り出される。こ
のとき、通常は本削りと同じ厚さ・条件で複数回の捨て削りを行ってから、本削りが行わ
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れる。捨て削りを行うことによって、薄切片１６の厚さが安定してくるからである。特に
、粗削りと本削りとで異なるカッター３１またはカッター３１の刃先の異なる位置を使用
する場合、あるいは粗削りの厚さと本削りの厚さが異なる場合は、作製される薄切片の厚
さ精度を良くするために、本削りに使用されるカッター３１および刃先の位置で、本削り
厚さで数回の捨て削りを行うことが好ましい。
【００３９】
　本削り動作においては、試料ブロック１０の表層部分がカッター３１に薄切り（３μｍ
～１０μｍ程度）されるように、試料ブロック搬送部２０によって試料ブロック１０の高
さ位置が調整される。その後、試料ブロック１０の表層部分がカッター３１により薄切り
され、薄切片試料１６が作製される。その後、試料ブロック搬送部２０が、試料ブロック
１０を位置Ｄから位置Ｃ方向へ一旦退避させ、試料ブロック１０の表層部分がカッター３
１に薄切りされるように試料ブロック１０の高さ位置を調整し、次の本削りが行われる。
この試料ブロック２０の高さ位置の調整、薄切り、および退避の動作が、前記入力部（図
示せず）に入力された情報に基づく任意の回数、自動的かつ連続的に繰り返され、任意の
枚数の薄切片試料１６が作製される。
【００４０】
　前記本削り動作により作製された薄切片試料１６は、キャリアテープ３３に貼り付けら
れる。なお、このとき、薄切片試料１６がより確実にキャリアテープ３３に貼り付くよう
に、キャリアテープ３３の表面に加湿、冷却および帯電などの処理をしておくことが好ま
しい。キャリアテープ３３に貼り付けられた薄切片試料１６は、薄切片貼付部４０に搬送
され、薄切片貼付部４０によりスライドガラス１７に貼り付けられる。その後、薄切片付
きスライドガラスは、スライドガラス搬送部６０により伸展部５０へ搬送される。その後
、伸展部５０が、薄切片試料１６の皺を伸展するとともに、薄切片試料１６をスライドガ
ラス１７に密着固定させる。
【００４１】
　本実施形態では、試料ブロック１０は位置Ｂ～Ｄの間を往復移動するので、搬送部２０
は試料ブロック１０が位置Ｂ～Ｄ間で往復移動可能に構成されている必要がある。また、
試料ブロック１０の高さ位置を切削の都度切削分だけ高くする位置調整は搬送部２０で行
われるので、通常は試料ブロックを位置Ａに戻す必要はない。しかし、何らかの原因によ
って試料ブロック１０の傾きを再調整する必要があるときに備えて、搬送部２０は、試料
ブロック１０が位置Ａ～Ｄの間で往復移動可能に構成されていることが好ましい。
【００４２】
　また、本実施形態では、温度検出部２４の位置Ｃは位置ＢとＤの間にあるが、これに限
られるものではない。温度検出部２４は、例えば、撮像部２２（位置Ｂ）と同じ場所にあ
ってもよく、切削部３０（位置Ｄ）と同じ場所にあってもいい。さらに、搬送部２０が試
料ブロック１０を往復移動可能な範囲内であれば、温度検出部２４の物理的な位置は特に
限定されない。なお、温度検出部２４と切削部３０とが同じ位置にある場合は、加湿部３
９も同じ位置に備えるのが好ましい。
【００４３】
　また、本実施形態では、位置Ｃにおいて、試料ブロック１０の表面温度が所定範囲外で
ある場合は、搬送部２０がその場で停止した。しかし、表面温度が所定範囲外であった場
合の動作もこれに限られるものではなく、搬送部２０が試料ブロック１０を位置Ｃ以外の
場所に搬送して、時間をおいてから位置Ｃに戻して温度判定を行うようにしてもよい。
【００４４】
　また、試料ブロック１０の表面温度が所定範囲外であった場合に、本実施形態では、搬
送部２０を停止して、装置１００内の空調によって試料ブロック１０の温度が下がるまで
温度検出位置または別の位置で待機する。このような試料ブロックを待機させる方法は、
試料ブロック１０内での温度変化が少なくなるため好ましい方法である。連続する薄切り
枚数が多い場合に特に好ましい。ただし、試料ブロック１０の冷却を速めるために強制冷
却を行うことを妨げるものではなく、例えば、試料ブロック１０の表面にペルチェ素子を
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接触させて、表面を冷却してもよい。
【００４５】
　また、本実施形態では、面出し判定および温度判定を行った後、複数回の捨て削りと複
数回の本削りを連続して行っている。しかし、連続する切削動作の途中で試料ブロック表
面の温度を確認してもよい。なお、捨て削りおよび本削りで切削される厚さは極めて薄い
ため、連続する切削動作の途中で試料ブロック表面の温度を確認しなくても、通常問題な
い。
【００４６】
　また、粗削り前と、捨て削りまたは本削り前で、温度判定の基準となる温度範囲を異な
る設定にしてもよい。
【００４７】
　次に、本発明の第２の実施形態を図１および図４に基づいて説明する。
【００４８】
　本実施形態では、上記第１の実施形態と同じ装置を用いる（図１）。図４は本実施形態
における薄切片試料作製のフローチャートを示している。この薄切片試料１６の作製動作
は、制御部７０の制御の下に行われる。本実施形態では、試料ブロック１０の表面温度判
定を行った後に、面出し判定を行う点で第１の実施形態と異なる。
【００４９】
　図１および図４を参照して、試料ブロック１０は、位置Ａで傾きおよび高さ位置を調整
され、位置Ｃで表面温度検出と温度判定が行われる。試料ブロック１０は、表面温度が所
定範囲外であればその場で待機し、所定範囲内であれば位置Ｂに移動して撮像、面出し判
定が行われる。試料ブロック１０は、面出しが不十分であれば位置Ｄに移動して切削部３
０にて粗削りが行われ、その後に再び位置Ｃに戻って温度判定が行われる。このように、
表面温度検出・温度判定、撮像・面出し判定、粗削りの動作は、試料ブロック１０の面出
しが十分に行われるまで繰り返される。位置Ｂにおいて面出しが十分であると判断される
と、試料ブロック１０は位置Ｄに移動して切削部３０にて捨て削り、本削りが行われる。
撮像部２３、温度検出部２４、切削部３０等の装置各部の個々の動作は第１の実施形態と
同じであるので、詳細な説明は省略する。
【００５０】
　本実施形態においても、第１の実施形態と同様に、装置の構造や動作ステップの様々な
変更が可能である。例えば、温度検出部２４の物理的な位置、表面温度が所定の範囲外で
あったときの試料ブロック１０の待機場所、強制冷却の有無、連続する切削動作の途中で
の試料ブロック表面温度の確認などについて、第１の実施形態と同様の変更が可能である
。
【００５１】
　なお、本実施形態では、加湿のための水の噴霧の影響に注意する必要がある。薄切片試
料作製装置１００においては、いくつかの動作にともなって試料ブロック１０表面の加湿
のために水が噴霧されることがある。通常は切削時の試料表面の湿度を適正化するために
加湿するのであるが、それとは別に撮像部２３において、試料１１と包埋剤１２のコント
ラストを上げるために、水を噴霧して試料ブロック表面を加湿することがある。このとき
、試料ブロック１０上方に霧が舞っている状態や、試料ブロック表面に噴霧された水滴が
残った状態で温度を検出しても、正確な判定を行うことが難しい。撮像部２３では、同様
に水の噴霧による画像への影響を避けるために、水を噴霧してからしばらく時間をおいて
から撮像が行われる。そのため、面出し判定直後に表面温度検出を行っても、温度判定が
水の噴霧の影響を受けることはない。しかし、本実施形態では、切削動作の次に温度検出
動作が行われるので、切削から温度検出までの間に、噴霧の影響がなくなるまで、一定の
時間をおくことが好ましい。
【００５２】
　本発明の第３の実施形態を図６および図５に基づいて説明する。
【００５３】
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　本実施形態の薄切片試料作製装置は、図６に示すように、撮像部（図１の２３）を有し
ない点で第１および第２の実施形態のそれと異なる。その他の構成は第１および第２の実
施形態と同じである。図５は本実施形態における薄切片試料作製のフローチャートを示し
ている。この薄切片試料１６の作製動作は、制御部７０の制御の下に行われる。
【００５４】
　図６および図５を参照して、試料ブロック１０は、位置Ａで傾きおよび高さ位置を調整
され、位置Ｄに移動して切削部３０にて粗削りが行われる。本実施形態では、面出し判定
を行う撮像部がないため、予め定められた厚さを粗削りしたり、作業員が目視で確認しな
がら、面出しが十分に行われるまで粗削りを繰り返したりすることになる。十分に面出し
が行われた後に、位置Ｃで試料ブロック１０の表面温度検出と温度判定が行われる。試料
ブロック１０は、表面温度が所定範囲外であればその場で待機し、所定範囲内であれば位
置Ｄに移動して切削部３０にて捨て削り、本削りが行われる。なお、粗削り前に１度又は
複数回位置Ｃに搬送し、表面温度検出・温度判定を行ってもよい。温度検出部２４、切削
部３０等の装置各部の個々の動作は第１の実施形態と同じであるので、詳細な説明は省略
する。
【００５５】
　本実施形態においても、第１および第２の実施形態と同様に、装置の構造や動作ステッ
プの様々な変更が可能である。例えば、温度検出部２４の物理的な位置、表面温度が所定
の範囲外であったときの試料ブロック１０の待機場所、強制冷却の有無、連続する切削動
作の途中での試料ブロック表面温度の確認などについて、第１または第２の実施形態と同
様の変更が可能である。
【００５６】
　本発明は、上記の実施形態に限定されるものではなく、その技術的思想の範囲内で種々
の変形が可能である。例えば、装置筐体内の温度を測定するために、温度検出部２４とは
別に温度計を配置し、当該温度計と制御部とをリンクさせ、筐体内自体がある設定温度範
囲内でなければ、装置全体をスタートできないようにすることも可能である。また、薄切
片試料をスライドガラスの上面に載置する方法としては前記水などの接着液を用いた貼着
による方法が最も好ましいが、その他の例としては、液槽内の液体に浮かべた薄切片試料
を、スライドガラスで掬い上げるようにしてもよい。また、移載液の表面張力によって、
薄切片試料がキャリアテープからスライドガラス上に移載されるようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　本発明の薄切片試料作製装置および方法では、試料ブロックの表面温度を検出して、表
面温度が所定の温度範囲内にあることを確認した後に、薄切片試料を作製する。これによ
り、試料ブロック温度が高すぎることによる薄切片試料の厚さのムラを抑えることができ
るので、理化学試料分析や生体試料等の顕微鏡観察などに利用される薄切片試料作製装置
および方法として有用である。
【符号の説明】
【００５８】
１０　試料ブロック
１１　試料（被検体）
１２　包埋剤
１３　試料ブロック台
１４　荒削り高さ
１５　捨て削りまたは本削り高さ
１６　薄切片試料
１７　スライドガラス
１８　接着液
２０　試料ブロック搬送部
２１　試料ブロック収納部
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２２　高さ検出部
２３　撮像部
２４　温度検出部
３０　切削部
３１　カッター
３２　供給リール
３３　キャリアテープ
３４～３７，４１，４２　ガイドローラ
３８　巻取リール
３９　加湿部
４０　薄切片貼付部
５０　伸展部
６０　スライドガラス搬送部
７０　制御部
１００　薄切片試料作製装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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